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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
お
よ
び

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、住
民
課

窓
口
で
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
、葬

儀
を
行
っ
た
喪
主
の
方
へ
葬
祭
費

と
し
て
５
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

判
断
能
力
が
不
十
分
な
た
め
に

お
金
の
管
理
が
で
き
な
か
っ
た
り
、

悪
質
な
商
法
の
被
害
に
遭
っ
て
し

ま
う
方
の
財
産
を
守
り
、
生
活
を

支
援
す
る
制
度
で
あ
る
成
年
後
見

制
度
の
利
用
に
つ
い
て
、
弁
護
士
、

司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
が
ペ
ア

と
な
っ
て
法
律
と
福
祉
の
両
面
か

ら
個
別
に
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

経
済
産
業
省
で
は
、
12
月
31
日

を
基
準
日
と
し
て
「
工
業
統
計
調

査
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
製
造
業
を
営
む

事
業
所
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
活

動
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共

団
体
の
行
政
施
策
の
重
要
な
基
礎

資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
と
も

に
、
企
業
・
大
学
な
ど
で
の
研
究

資
料
、
小
・
中
・
高
等
学
校
の
教

材
な
ど
、
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

皆
さ
ん
か
ら
提
出
し
て
い
た
だ

く
調
査
票
は
、
統
計
法
に
基
づ
き

調
査
内
容
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、
正
確
な
記
入
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

調
査
員
が
「
調
査
員
証
」
を
携

行
し
て
伺
い
ま
す
の
で
、
回
答
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
製
造
業
を
営
む
事
業
所

▼
調
査
内
容
＝
従
業
者
数
、
製
造

品
出
荷
額
、
在
庫
額
、
原
材
料
使

用
額
な
ど

□問
県
庁
統
計
課

　

☎
０
４
３（
２
２
３
）２
２
２
６

　

秘
書
広
報
課
広
報
統
計
班

　

☎
（70）
０
３
１
６

　

地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員

は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
自
ら

の
日
常
生
活
で
地
球
温
暖
化
対
策

を
実
践
す
る
ほ
か
、地
域
の
方
々

へ
地
球
温
暖
化
の
現
状
と
防
止
対

策
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
活
動
を

行
い
ま
す
。

▼
委
嘱
期
間
＝
平
成
25
年
４
月
〜

平
成
27
年
３
月
ま
で

▼
応
募
要
件

①
地
球
温
暖
化
防
止
に
関
す
る
活

動
に
取
り
組
む
熱
意
が
あ
り
、
自

ら
県
内
の
地
域
住
民
等
と
と
も
に

自
主
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
方

②
県
内
に
居
住
・
勤
務
ま
た
は
在

学
し
て
い
る
満
20
歳
以
上
の
方

※

新
規
に
応
募
す
る
方
は
、推
進
員

養
成
講
習
会
の
受
講
が
必
要
で
す

▼
申
込
締
切
＝
12
月
17
日
㈪

▼
申
込
方
法
＝
所
定
の
申
請
書
類

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
郵
便
、

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
メ
ー
ル
で
申
し

込
み　

※

申
請
書
類
等
は
千
葉
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（　

 http://www.
pref.chiba.lg.jp/kansei/boshuu
/2012/h25suishinin.htm

l

）ま
た

は
町
生
活
環
境
課
窓
口
で
配
布

□申
・
□問
〒
２
６
０‐

０
０
２
４

　

千
葉
市
中
央
区
中
央
港
１

－

　

11

－

１
千
葉
県
地
球
温
暖
化

　

防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
千

　

葉
県
環
境
財
団
内
）

　

☎
０
４
３（
２
４
６
）２
１
８
０

　
　

０
４
３（
２
４
６
）６
９
６
９

　
　

 ccca@
ckz.jp

▼
日
時
＝
２
月
２
日
㈯
10
時
〜
15

時
15
分

▼
会
場
＝
千
葉
県
社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー
５
階

▼
募
集
人
数
＝
先
着
60
組

▼
申
込
方
法
＝
参
加
申
込
書
に
氏

名
・
住
所
・
電
話
番
号
・
希
望
の

面
接
時
間
を
記
載
し
、
郵
便
ま
た

は
フ
ァ
ク
ス
で
申
し
込
み

▼
申
込
締
切
＝
12
月
28
日
㈮

※

申
込
用
紙
は
千
葉
県
社
会
福
祉

協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（　

 http://
w
w
w
.chibakenshakyo.com

）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
し
て
い
た

だ
く
か
、
町
社
会
福
祉
協
議
会
の

窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

▼
相
談
料
＝
無
料

□申
・
□問
〒
２
６
０‐

８
５
０
８ 
　

千
葉
市
中
央
区
千
葉
港
４

－
３

　

千
葉
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
４
３（
２
０
４
）６
０
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２
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２
０
４
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０
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▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
亡
く
な
っ
た
方
の
被
保
険
者
証

・
喪
主
の
方
が
確
認
で
き
る
書
類

（
会
葬
礼
状
、葬
儀
の
領
収
書
等
）

・
喪
主
の
方
の
口
座
番
号
が
分
か

る
も
の

・
喪
主
の
方
の
印
か
ん
（
シ
ャ
チ

ハ
タ
不
可
）

・
申
請
者
・
代
理
人
の
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
等
）

・
亡
く
な
っ
た
方
と
喪
主
の
方
の

関
係
が
分
か
る
も
の
（
国
民
健
康

保
険
の
み
）

□申
・
□問
住
民
課
国
保
年
金
班

　

☎
（70）
０
３
３
４

　日本年金機構では、国民年金保険料が納め忘れとなっている方等に対
する「電話やお手紙、戸別訪問等による納付案内や保険料の免除等申請
案内などの収納業務」について、民間委託（市場化テスト）を実施して
います。
　これは、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づ
き、従来国で行ってきた事業に民間事業者が参入することにより、民間の
創意工夫やノウハウの活用を図り、低コストでよりよいサービスの提供を目
指す「市場化テスト事業」として導入されたものです。
▶委託期間＝平成25年1月31日㈭まで
▶事業者＝キャリアリンク株式会社
☎０１２０（９２５）９９７
携帯・PHS 等は
☎０３（３３４０）５２６２
※国民年金保険料に関して詳しくは、千葉年金事務所へ問い合わせくだ
さい
☎０４３（２４２）６３２８
※民間委託について詳しい内容は、日本年金機構ホームページ（ URL http://
www.nenkin.go.jp/）
で確認できます
□問千葉年金事務所
　☎０４３（２４２）６３２８
　ねんきんダイヤル
　☎０５７０（０５）１１６５

　近年、高齢者に対する虐待は増加しており、全国の年間相談通報件数は2万5千件を超えてい
ます。高齢者虐待は当事者に自覚がなかったり、虐待を受けている高齢者が家族などに遠慮し周
囲には見えにくいものです。決して特別な人や環境によって起こるものではありません。
○高齢者虐待とはどのようなことか
・身体的虐待（暴力的行為、身体拘束）
・介護・世話の放棄・放任（介護の拒否、必要な医療や食事を提供しない）
・心理的虐待（脅迫や侮辱などの言葉による暴力）
・性的虐待（性的な嫌がらせ）
・経済的虐待（年金や預貯金・財産の横取り、不正使用や制限）
○高齢者虐待が発生する背景や要因は何か
・介護の長期化や重度化により、家族の介護疲れやストレスが増大し限界に達してしまう
・認知症の理解が不十分で受け入れられない、行動や言動に対して対応や方法が分からないた
め、虐待してしまう
・経済状況が苦しい、または高齢者の年金に依存した生活状態が続いている
・家族の体調不良、精神的に不安定な状態
・高齢者と介護者のもともとの人間関係の悪さ
　高齢者虐待は、どの家庭でも起こりうる身近な問題です。介護の大変さや認知症に対する理解
を深め、住民一人一人が身近な問題として関心を持つことが大切です。高齢者や家族のちょっとし
た変化やサインに気付き、みんなで声を掛け合い、支え合うことが虐待の早期発見、防止につなが
ります。

ねんきんナビ 地域包括支援センターだより高齢者の
相談窓口

国民年金保険料の納付に関する
案内を民間委託しています

～気づきのアンテナを立てよう～

◎高齢者の相談窓口として各種相談を受け付けています
□問地域包括支援センター　☎（70）０４３９　FAX （70）１０９３
　在宅介護支援センターおおあみ緑の里　☎（73）５１４６
　在宅介護支援センター杜の街　☎（70）１６６６
※今月の出張相談（白里公民館）は7日㈮と21日㈮13時30分～15時30分です

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
国
民

健
康
保
険
の
葬
祭
費

地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員
を
募
集

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

高
齢
者
・
障
が
い
者
の
た
め
の
法
律
＆

福
祉
相
談
会（
成
年
後
見
制
度
個
別
相
談
会
）
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冬季の湯沸かし器内の
水の凍結予防
　冬季になると、湯沸か
し器内や給水配管内の
水が凍結して、お湯が出
なくなったり、漏水事故
が起こることがあります。
　外気温が氷点下になるなど、凍結が予想され
る場合は、凍結予防をすることをお勧めします。
　凍結予防の方法は、お使いの湯沸かし器の
種類により異なりますので、必ず「取扱説明書」
を確認ください。
　不明な点は、湯沸かし器のメーカーや販売店
へ問い合わせください。
□問ガス事業課　☎（72）１１３１

人権週間　～みんなで築こう 人権の世紀～
　人間は、誰でも幸福な生活を送る権利、「人
権」を持っています。人権は人間が人間らしく生
きるためになくてはならない大切な権利です。
　法務省と全国人権擁護委員連合会は、12月
４日㈫から10日㈪までを「人権週間」として、
「みんなで築こう 人権の世紀　～考えよう相
手の気持ち 育てよう思いやりの心～」を重点
目標に、特設人権相談所の開設などを行いま
す。
　また、相手の気持ちを考え、思いやることの
大切さを一人一人の心に訴えて、すべての人々
の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で
豊かな社会の実現に向けた啓発活動を展開し
ています。
　この機会に、人権についてもう一度考えてみ
てはいかがでしょう。困りごとや心配ごと、子

どものいじめ問題での悩みごとなどがありま
したら、お気軽にご相談ください。
＜町人権相談＞
▶日時＝第３㈬10時～15時
▶会場＝中央公民館
□問住民課コミュニティ推進班　☎（70）０３４２
＜法務局人権相談＞
※平日８時30分～17時15分受付
▶全国共通人権相談ダイヤル
☎０５７０（００３）１１０
▶女性の人権ホットライン
☎０５７０（０７０）８１０
▶子どもの人権１１０番
☎０１２０（００７）１１０
□問千葉地方法務局人権擁護課
　☎０４３（３０２）１３１９


